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8月◆  8月の税務と労務

8 2023（令和5年）

国税庁適格請求書発行事業者公表サイト　受領したインボイスに記載された「登
録番号」が取引時点で有効なものかどうかは、国税庁適格請求書発行事業者公表サ
イトで確認できます。登録番号で検索すると、法人や個人事業者の主たる屋号、登録・
取消・失効年月日、事務所の所在地などが確認でき、データのダウンロードも可能です。

国　税／ 7月分源泉所得税の納付 8月10日
国　税／ 6月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 8月31日
国　税／ 12月決算法人の中間申告 8月31日
国　税／ 9月、12月、3月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合） 8月31日
国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告 8月31日
地方税／個人事業税第1期分の納付
 都道府県の条例で定める日
地方税／個人住民税第2期分の納付
 市町村の条例で定める日

暑
中
お
見
舞
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8 月号─2

ら
れ
る
企
業
に
対
し
て
、
そ
の
実
態

を
よ
く
理
解
し
た
上
で
取
り
組
む
融

資
で
す
」と
続
け
ま
し
た
。

　
こ
の
辺
に
な
る
と
、
参
加
者
は
話

の
内
容
を
理
解
し
に
く
く
な
る
の
で

す
が
、
U
氏
は
熱
意
を
込
め
て
、「
事

業
性
を
有
し
て
い
る
企
業
と
は
例
え

ば
、
過
去
の
事
業
失
敗
等
様
々
な
要

因
に
よ
り
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
上
、
過

大
な
有
利
子
負
債
を
抱
え
て
、
年
間

返
済
額
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー（
当
期

利
益
＋
減
価
償
却
費
）
が
ア
ン
バ
ラ

ン
ス
と
な
っ
て
い
た
り
、
リ
ス
ケ（
貸

し
付
け
条
件
変
更
）
対
応
と
な
っ
て

い
る
も
の
の
、
本
業
収
益
基
盤
（
事

業
基
盤
）
を
背
景
と
し
て
、
事
業
の

成
長
性
と
持
続
性
が
見
込
ま
れ
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
が
将
来
的
且
つ

安
定
的
に
創
出
さ
れ
る
企
業
を
い
い

ま
す
」と
話
し
ま
し
た
。

　
U
氏
の
言
い
た
い
こ
と
は
要
す

る
に
、「
当
行
は
、
事
業
性
が
あ
る

会
社
に
融
資
し
て
き
た
。
今
後
も
事

業
性
を
見
込
ん
だ
融
資
を
行
う
の
で

す
が
、
そ
の
事
業
性
を
我
々
が
ど
の

よ
う
に
判
断
す
る
の
か
と
言
う
と
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
裏
付
け
が
あ

る
事
業
で
あ
る
こ
と
で
す
。
融
資
申

し
込
み
に
あ
た
っ
て
は
今
後
の
事
業

展
開
に
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
説

明
を
お
願
い
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と

で
す
。

１
　
事
業
性
評
価
に
つ
い
て

　
金
融
機
関
が
「
事
業
性
を
評
価
す

る
？
」

　
多
く
の
中
小
企
業
者
は
、〝
金
融

機
関
は
担
保
内
で
貸
し
て
い
る
だ
け

で
事
業
の
こ
と
は
分
か
っ
て
な
い
の

で
は
な
い
か
〞
と
思
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
し
か
し
現
実
に
は
、
金
融
機
関
は

多
く
の
中
小
零
細
企
業
者
と
「
安
定

し
た
経
営
と
円
滑
な
事
業
承
継
」
に

よ
り
持
続
的
に
関
係
し
、
発
展
し
た

い
と
従
来
も
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も

考
え
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
金
融
機
関
の
い
う
事
業

性
に
つ
い
て
話
を
進
め
ま
す
。
そ
の

際
、
金
融
庁
の
「
金
融
検
査
マ
ニ
ュ

ア
ル
別
冊
〔
中
小
企
業
融
資
編
〕（
平

成
27
年
１
月
改
訂
）
が
参
考
に
な
り

ま
す
が
、
改
訂
前
の
「
知
っ
て
ナ
ッ

ト
ク
！
事
例
集
」
の
方
が
同
内
容
で

理
解
し
易
い
の
で
、
今
回
は
こ
ち
ら

か
ら
１
事
例
を
取
り
上
げ
ま
す
。

事
例
：
ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
N
社
（
借

入
残
高
８
０
０
万
円
）

概
況
：
県
内
を
事
業
区
域
と
し
、
地

場
産
業
の
製
品
配
送
が
売
上
の
大

部
分
を
占
め
る
家
族
経
営
の
ト

ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
で
、
代
表
者

（
55
歳
）
及
び
長
男
（
30
歳
）
が
従

事
し
て
い
る
。

〇
　
昨
年
よ
り
、
代
表
者
の
健
康

状
態
が
思
わ
し
く
な
く
、
業
務

に
携
わ
る
時
間
が
限
ら
れ
た
た

め
、
ピ
ー
ク
時
に
比
べ
大
幅
な

減
収
・
減
益
と
な
っ
て
い
る
。

〇
　
返
済
は
半
年
前
よ
り
１
〜
２

カ
月
分
滞
り
が
ち
に
な
っ
て
い

る
。
事
務
所
・
車
庫
兼
自
宅
の

他
に
見
る
べ
き
資
産
は
な
い
。

〇
　
丁
寧
な
仕
事
ぶ
り
が
買
わ

れ
、
一
定
の
売
上
、
利
益
を
確

保
し
て
き
た
。

〇
　
代
表
者
の
業
務
復
帰
へ
の
意

思
は
強
く
、
健
康
状
態
も
回
復

に
向
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
代

表
者
の
長
男
も
後
継
者
と
し
て

事
業
に
励
み
、
業
況
改
善
に
努

め
た
い
と
し
て
い
る
。

評
価〇 

　
N
社
の
業
況
が
未
だ
に
不
安

定
で
、
返
済
に
も
延
滞
が
生
じ

て
い
る
。

〇
　
代
表
者
の
業
務
復
帰
の
強
い

意
欲
が
あ
る
。

〇
　
長
男
も
当
該
事
業
に
従
事

し
、
後
継
の
意
思
も
あ
る
。

　
２
０
２
０
年
11
月
、
地
方
銀
行
K

行
は
中
小
企
業
者
（
社
員
３
名
〜
50

名
）を
対
象
に
、「
ど
の
よ
う
な
会
社

に
我
が
銀
行
は
融
資
を
行
う
か
」
と

題
し
た
講
習
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
当
日
の
様
子
は
、次
の
通
り
で
す
。

　
説
明
者
U
氏
は
、
始
め
に
、

　「
私
共
は
２
０
１
６
年
10
月
よ
り

事
業
性
評
価
融
資
に
取
り
組
み
、
事

業
性
評
価
融
資
を
一
義
的
に
考
え
た

金
融
支
援
を
通
じ
て
中
小
企
業
の
金

融
支
援
を
行
い
ま
す
」
と
説
明
。
更

に
、「
事
業
性
評
価
融
資
と
は
、
本

業
の
収
益
基
盤
に
基
づ
く
キ
ャ
ッ

シ
ュ
フ
ロ
ー
が
過
去
に
お
い
て
確
保

さ
れ
て
お
り
又
、
将
来
に
わ
た
っ
て

確
保
さ
れ
る
見
込
み
が
高
い
と
考
え

事業性評
価
融
資



3─8月号

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
経
営
破
綻
に

陥
る
可
能
性
は
高
く
な
い
貸
出
先
と

評
価
さ
れ
ま
す
（
問
題
な
い
と
ま
で

は
い
え
ず
、
注
意
は
必
要
で
す
）。

　
ま
た
、
他
の
例
を
読
ん
で
み
ま
す

と
、
金
融
機
関
が
ど
の
よ
う
に
事
業

を
評
価
す
る
か
が
分
か
り
ま
す
。

２
　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
考
え
方

　
今
ま
で
の
金
融
機
関
は
会
社
の
状

態
は
貸
借
対
照
表
と
損
益
計
算
書
で

判
断
し
て
き
た
、
そ
れ
が
今
後
の
会

社
の
状
況
を
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の

裏
付
け
に
よ
り
判
断
し
た
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

　
つ
ま
り
、
貸
借
対
照
表
は
別
と
し

て
も
損
益
計
算
書
（
そ
こ
か
ら
の
予

想
損
益
計
算
）
の
損
益
で
は
会
社
の

こ
れ
か
ら
の
事
業
が
評
価
で
き
な
い

と
い
う
言
い
分
で
は
な
い
か
と
考
え

ま
す
。

　
そ
の
言
い
分
は
、

イ
　
利
益
と
儲
け
は
別
個
の
概
念

だ
。
儲
け
は
稼
い
だ
現
金
、
つ
ま

り
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
こ
と
だ

ロ
　
期
間
利
益
は
過
去
の
計
算
結
果

に
す
ぎ
ず
、
い
か
よ
う
に
も
操
作

で
き
る

ハ
　
ビ
ジ
ネ
ス
は
会
計
期
間
と
は
関

係
な
く
維
持
し
て
行
わ
れ
る

　
も
ち
ろ
ん
、
期
間
損
益
が
過
去
の

計
算
結
果
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
又
、
経
営
で
は
長

期
の
利
益
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
点

も
当
然
の
こ
と
で
す
。

　
し
か
し
、
ロ
に
お
け
る
操
作
で
き

る
も
の
だ
か
ら
「
期
間
利
益
は
信
頼

で
き
な
い
」と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。

　
会
計
を
あ
る
意
図
を
も
っ
て
処
理

す
る
と
し
て
も
、
融
資
担
当
者
か
ら

す
る
と
会
社
の
正
し
い
姿
を
見
る
こ

と
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
で
あ
れ
ば
、「
利
益
が

増
え
て
も
油
断
し
て
は
い
け
な
い
」

位
の
こ
と
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
さ
て
、
こ
れ
ら
の
言
い
分
の
中
で

重
要
な
こ
と
は
イ
に
つ
い
て
で
す
。

　
損
益
計
算
書
は
役
に
立
た
な
い
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
こ
そ
が
カ
ギ
に

な
る
、
と
い
う
指
摘
で
す
。

　
確
か
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
計
算

書
が
損
益
計
算
書
の
問
題
点
の
一
つ

を
解
消
す
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
問
題
点
と
は
、
よ
く
言

わ
れ
る
「
儲
か
っ
た
利
益
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
」
な
ど
と
い
う
こ
と
に
示

さ
れ
る
損
益
計
算
書
の
分
か
り
難

さ
、
実
感
と
の
違
い
な
ど
に
関
わ
る

点
に
あ
り
ま
す
。

　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
計
算
書
は
損

益
計
算
書
を
修
正
し
て
い
る
、
そ
し

て
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
計
算
書
の

示
す
各
項
目
は
、
要
は
損
益
計
算
書

の
修
正
項
目
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で

す
。
そ
れ
ら
修
正
項
目
は
、
い
く
つ

か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
の
で
す

が
、
こ
こ
で
は
例
と
し
て
、
売
掛
金

の
修
正
を
紹
介
す
る
に
止
め
ま
す
。

〈例〉

　商品を販売した時にその一部が掛けであった場合、利益と資金の関係はどうなるでしょうか。
　以下の取引で考えてみます。単位：千円
　　現金仕入 3,500（売上原価3,500）
　　現金売上 2,500
　　掛 売 上 2,500
　　営 業 費 1,000（現金払）

A社設立時貸借対照表
X1年1月1日現在

現　金　4,000　　資本金　4,000

  収　支　表   損益計算書 
 自X1年1月1日　至X1年12月31日 自X1年1月1日　至X1年12月31日

　

  利益－収支差額
  （2,500）

貸借対照表
X1年12月31日現在

現　　　金　　 2,000 　　　 資　本　金　　 4,000 
売　掛　金　　 2,500 　　　 当期純利益　　 0,500 

  4,500   4,500 

　上記のとおり、当期純利益は500千円であるのに対し、資金が2,000千円減少しており、利益
と資金は一致しません。

科　目 金　額
現 金 売 上 ▲ 2,500
支
出

現金仕入 ▲ 3,500
営 業 費 ▲ 1,000
計 ▲ 4,500

収 支 差 額 ▲ 2,000
期首資金残高 ▲ 4,000
期末資金残高 ▲ 2,000

科　目 金　額
売　上　高 5,000
費
用

売上原価 3,500
営 業 費 1,000
計 4,500

当期純利益 0,500
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令
和
５
年
度
税
制
改
正
で
見
直
さ

れ
た
「
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
」

と
「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」
を

取
り
上
げ
ま
す
。
こ
の
税
制
は
、
一

定
の
個
人
事
業
主
も
適
用
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
法
人
に
つ
い

て
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

一
　
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
　
　

⑴
　
制
度
の
概
要

　
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
は
、
一

定
の
機
械
装
置
な
ど
の
取
得
や
製
作

な
ど
を
し
た
場
合
に
、
特
別
償
却
や

税
額
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
で
す
。

　
こ
の
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
事
業
者
は
、
青
色
申
告
書
を
提

出
す
る
中
小
企
業
者（
下
図
参
照
）・

農
業
協
同
組
合
等
・
商
店
街
振
興
組

合
で
す
。
な
お
、
資
本
金
の
額
又
は

出
資
金
の
額
が
３
０
０
０
万
円
を
超

え
る
法
人
は
、
税
額
控
除
を
適
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

⑵
　
対
象
と
な
る
資
産

　
制
度
の
対
象
と
な
る
資
産
は
、
指

定
期
間
内
に
取
得
し
た
新
品
の
資
産

で
、
一
定
の
金
額
以
上
の
機
械
装
置

や
工
具
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
な
ど
で
す
。
た
だ
し
一

定
の
船
舶
を
除
き
、
貸
付
用
の
資
産

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

⑶
　
特
別
償
却
限
度
額
・
税
額
控
除

限
度
額

　
特
別
償
却
を
適
用
す
る
場
合
の
償

却
限
度
額
は
、
取
得
価
額
の
30
％
で

す
。
な
お
船
舶
に
つ
い
て
は
、
取
得

価
額
に
75
％
を
乗
じ
た
金
額
の
30
％

が
償
却
限
度
額
に
な
り
ま
す
。

　
税
額
控
除
を
適
用
す
る
場
合
の
税

額
控
除
限
度
額
は
、
取
得
価
額
（
船

舶
の
場
合
は
取
得
価
額
に
75
％
を
乗

じ
た
金
額
）
の
７
％
で
す
。
な
お
控

除
上
限
は
、
中
小
企
業
経
営
強
化
税

制
の
控
除
税
額
と
の
合
計
で
法
人
税

額
の
20
％
相
当
額
で
す
。
20
％
を
超

え
た
場
合
、
超
え
た
金
額
は
そ
の
事

業
年
度
で
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

翌
事
業
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
ま
す
。

図　中小企業者の範囲

※１：大規模法人とは、次の①～④に該当する法人をいいます。
　　①資本金又は出資金の額が1億円を超える法人
　　②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
　　③ 大法人（資本金又は出資金の額が5億円以上の法人など一定の法人）による完全支配関係がある法人
　　④ 100％グループ内の複数の大法人に発行済株式又は出資の全部を直接・間接に保有されている法人
※２：適用除外事業者とは、次の算式で計算した金額が15億円を超える法人

　　　　その事業年度開始の日前3年以内に終了
　　　　した各事業年度の所得金額の合計額　　　　×12　　　　　　上記の各事業年度の月数の合計数

資本金又は出資金の額が 1億円以下の法人 資本又は出資を有しない法人

適用除外事業者（※ 2） 非該当 適用除外事業者

常時使用する従業員の数が
1,000 人以下

同一の大規模法人（※ 1）
が資本金又は出資金の額の
2分の 1以上を
所有している法人

2以上の大規模法人が
資本金又は出資金の額の
3分の 2以上を
所有している法人

中小企業者

Yes

Yes

Yes

Yes

YesNo

NoNo

No

No

又
は

令
和
５
年
度
改
正
を
踏
ま
え
た
〜

　

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制

経
営
強
化
税
制
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⑷
　
留
意
点

　
こ
の
制
度
を
適
用
し
た
場
合
、
研

究
開
発
税
制
を
除
き
、
租
税
特
別
措

置
法
で
定
め
ら
れ
た
圧
縮
記
帳
な
ど

と
の
重
複
適
用
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま

た
、
一
つ
の
資
産
に
つ
い
て
こ
の
制

度
に
よ
る
特
別
償
却
と
税
額
控
除
を

重
複
し
て
適
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま

せ
ん
。
な
お
、
対
象
資
産
が
複
数
あ

る
場
合
に
は
、
一
部
の
対
象
資
産
に

つ
い
て
は
特
別
償
却
を
適
用
し
、
他

の
対
象
資
産
に
つ
い
て
は
税
額
控
除

を
適
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

⑸
　
令
和
５
年
度
税
制
改
正

　
令
和
５
年
度
の
税
制
改
正
で
は
、

対
象
と
な
る
資
産
に
つ
い
て
、
コ
イ

ン
ラ
ン
ド
リ
ー
業
（
主
要
な
事
業
で

あ
る
も
の
を
除
く
）
の
用
に
供
す
る

機
械
装
置
で
そ
の
管
理
の
概
ね
全
部

を
他
の
者
に
委
託
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
除
外
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
上

で
、
指
定
期
間
が
令
和
７
年
３
月
31

日
ま
で
２
年
間
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

二
　
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制

⑴
　
制
度
の
概
要

　
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
は
、
中

小
企
業
者
な
ど
が
中
小
企
業
等
経
営

強
化
法
の
認
定
を
受
け
た
経
営
力
向

上
計
画
に
基
づ
い
て
、
一
定
の
設
備

の
取
得
や
製
作
な
ど
を
し
た
場
合

に
、
即
時
償
却
や
税
額
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。
こ
の

制
度
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事

業
者
は
、
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制

を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
法
人
の

う
ち
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に

定
め
る
認
定
を
受
け
た
特
定
事
業
者

等
に
な
り
ま
す
。

⑵
　
対
象
と
な
る
資
産

　
制
度
の
対
象
と
な
る
資
産
は
、
指

定
期
間
内
に
取
得
し
た
資
産
の
う
ち
、

①
生
産
等
設
備
を
構
成
す
る
機
械
装

置
・
工
具
・
器
具
備
品
・
建
物
附
属

設
備
・
一
定
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
あ

る
こ
と
、
②
中
小
企
業
等
経
営
強
化

法
に
規
定
す
る
経
営
力
向
上
設
備
等

に
該
当
す
る
こ
と
、
③
最
低
取
得
価

額
を
満
た
す
こ
と
、
の
３
つ
の
要
件

を
満
た
す
資
産
で
す（
下
表
参
照
）。

⑶
　
特
別
償
却
限
度
額
・
税
額
控
除

限
度
額

　
特
別
償
却
を
適
用
す
る
場
合
の
償

却
限
度
額
は
、
取
得
価
額
か
ら
普
通

償
却
限
度
額
を
控
除
し
た
金
額
で

す
。
つ
ま
り
、
こ
の
制
度
を
適
用
す

る
と
、
取
得
価
額
の
全
額
を
即
時
に

償
却
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
税
額
控
除
を
適
用
す
る
場
合
の
税

額
控
除
限
度
額
は
、
取
得
価
額
の

10
％
で
す
。
た
だ
し
、
資
本
金
ま
た

は
出
資
金
の
額
が
３
０
０
０
万
円
を

超
え
る
法
人
は
、
取
得
価
額
の
７
％

に
な
り
ま
す
。
な
お
控
除
上
限
は
、

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
控
除
税

額
と
の
合
計
で
法
人
税
額
の
20
％
相

当
額
で
す
。
20
％
を
超
え
た
場
合
、

超
え
た
金
額
は
そ
の
事
業
年
度
で
控

除
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
翌
事
業
年

度
に
繰
り
越
さ
れ
ま
す
。

⑷
　
令
和
５
年
度
税
制
改
正

　
令
和
５
年
度
の
税
制
改
正
で
は
、

対
象
と
な
る
資
産
に
つ
い
て
、
コ
イ

ン
ラ
ン
ド
リ
ー
業
又
は
暗
号
資
産
マ

イ
ニ
ン
グ
業
（
主
要
な
事
業
で
あ
る

も
の
を
除
く
）
の
用
に
供
す
る
機
械

装
置
で
そ
の
管
理
の
概
ね
全
部
を
他

の
者
に
委
託
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

除
外
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
上
で
、
指

定
期
間
が
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で

延
長
さ
れ
ま
し
た
。

表　中小企業経営強化税制の対象資産（経済産業省資料より）
類型 要件 確認者 対象設備 その他の要件

生産性向上設備
（A類型）

生産性が旧モデル比で年平均
1％以上向上する設備 工業会等

機械装置
（160万円以上）
工具・器具備品
（30万円以上）
建物附属設備
（60万円以上）
ソフトウェア
（70万円以上）

・ 生産等設備を構
成するもの

・ 国内への投資で
あること

・ 中古資産や貸付
資産でないこと

　など

収益力強化設備
（B類型）

投資収益率が年平均5％以上の
投資計画に係る設備

経　済
産業局

デジタル化設備
（C類型）

可視化、遠隔操作、自動制御化
のいずれかを可能にする設備

経営資源集約化設備
（D類型）

修正ROAまたは有形固定資産
回転率が一定の割合以上の投資
計画に係る設備

※　A類型については、対象設備の工具、ソフトウェアは一定のものに限られています。
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社
会
保
険
（
年
金
・
医
療
保

険
）
は
、
年
齢
そ
の
他
の
条
件

に
よ
り
加
入
す
る
制
度
が
異
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　
今
回
は
、
退
職
後
に
加
入
す

る
社
会
保
険
に
つ
い
て
見
て
い

き
ま
す
。

一

　年
金
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

　
退
職
し
た
後
の
年
金
制
度
加
入
に

は
、
以
下
の
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

・
　
再
就
職
し
て
厚
生
年
金
保
険
に

加
入
す
る

・
　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

に
な
る

・
　
国
民
年
金
の
第
３
号
被
保
険
者

に
な
る

・
　
国
民
年
金
に
任
意
加
入
す
る

・
　
厚
生
年
金
保
険
に
任
意
加
入
す

る
㈠
　
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
事
業
所

に
再
就
職
す
る

　
退
職
の
翌
日
か
ら
厚
生
年
金
保
険

の
適
用
事
業
所
に
再
就
職
す
る
場
合

は
、
再
就
職
先
が
厚
生
年
金
保
険
の

加
入
手
続
き
を
行
い
ま
す
泫
。

泫
　
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者

　
　
所
定
労
働
日
数
や
所
定
労
働
時

間
が
通
常
の
労
働
者
の
４
分
の
３

以
上
の
者
、
お
よ
び
１
週
間
の
所

定
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
で
あ

る
こ
と
な
ど
一
定
要
件
を
満
た
す

短
時
間
労
働
者
が
、
加
入
対
象
者

で
す
。

　
　
年
齢
は
、
70
歳
未
満
の
者
が
被

保
険
者
と
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
被

保
険
者
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と

き
は
、
㈡
以
降
を
ご
参
照
く
だ
さ

い
。

㈡
　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

に
な
る

①

　対
象
者

　
日
本
国
内
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
方
の
う
ち
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
以
外
は
、
全

て
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
に

な
り
ま
す
。

・
　
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
、

共
済
組
合
の
加
入
者
（
第
２
号
被

保
険
者
）

・
　
第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
配
偶
者
（
第
３
号
被
保
険

者
）

②

　手
続
き
等

　
本
人
ま
た
は
世
帯
主
が
、
退
職
日

の
翌
日
か
ら
14
日
以
内
に
、
住
所
地

の
市
区
町
村
役
場
又
は
年
金
事
務
所

に
て
手
続
き
を
し
ま
す
。

㈢
　
国
民
年
金
の
第
３
号
被
保
険
者

に
な
る

①

　対
象
者

　
日
本
国
内
に
住
ん
で
い
る（
注
１
）

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
の
う
ち
、

退
職
後
は
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組

合
に
加
入
し
て
い
る
被
保
険
者
（
注

２
）
に
扶
養
さ
れ
る
配
偶
者
に
つ
い

て
は
、
国
民
年
金
の
第
３
号
被
保
険

者
と
な
り
ま
す
。

（
注
１
）日
本
国
内
に
住
ん
で
い
る

　
　
令
和
２
年
４
月
１
日
以
降
、
第

３
号
被
保
険
者
の
認
定
要
件
が
改

正
さ
れ
、生
計
維
持
要
件
に
加
え
、

国
内
居
住
が
要
件
と
し
て
追
加
さ

れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
留
学
生
や

海
外
赴
任
に
同
行
す
る
家
族
等
の

日
本
国
内
に
生
活
の
基
礎
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は

特
例
的
に
認
定
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
国
内
居
住
要
件
は
、
二
㈡

①
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
に
つ
い

て
も
同
様
で
す
。

（
注
２
）
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組

合
に
加
入
し
て
い
る
被
保
険
者

　
　
65
歳
以
上
70
歳
未
満
で
老
齢
ま

た
は
退
職
を
理
由
と
す
る
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
者
を
除
き
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
受

給
権
を
有
す
る
者
に
扶
養
さ
れ
る

配
偶
者
は
、
第
３
号
被
保
険
者
と

は
な
ら
ず
、
第
１
号
被
保
険
者
の

資
格
を
取
得
し
ま
す
。

②

　手
続
き
等

　
第
３
号
被
保
険
者
の
届
出
は
、
通

常
は
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
と
な
る

手
続
き
と
同
時
に
行
い
ま
す
（
事
業

主
を
経
由
）。

㈣
　
国
民
年
金
に
任
意
加
入
す
る

①

　対
象
者

　
60
歳
以
上
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方
は
、
65
歳
（
注
１
）
に

な
る
ま
で
国
民
年
金
に
任
意
加
入
す

　退職後の
　社会保険の
　手続き
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る
こ
と
が
で
き
ま
す（
注
２
）。

・
　
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期

間
（
10
年
）
を
満
た
し
て
お
ら
ず
、

年
金
を
受
給
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

・
　
受
給
資
格
期
間
は
満
た
し
て
い

る
が
、
保
険
料
を
納
付
し
た
月
数

が
少
な
く
満
額
（
40
年
間
保
険
料

納
付
分
）
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受

給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
日
本
国
籍
が
あ
る
20
歳
以

上
65
歳
未
満
の
海
外
在
住
者
も
任
意

加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
注
１
）
特
例
措
置
と
し
て
、
昭
和

40
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た

方
で
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資

格
期
間
を
満
た
し
て
い
な
い
方

は
、
70
歳
に
な
る
ま
で
の
間
で
受

給
資
格
期
間
を
満
た
す
ま
で
任
意

加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
注
２
）
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上

げ
支
給
を
受
け
て
い
る
方
は
、
任

意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

②

　手
続
き
等

　
本
人
（
海
外
在
住
の
場
合
は
国
内

在
住
の
協
力
者
を
含
む
）
が
、
住
所

地
の
市
区
町
村
役
場
に
お
い
て
手
続

き
を
し
ま
す
。

㈤
　
厚
生
年
金
保
険
に
任
意
加
入
す

る

①

　対
象
者

　
厚
生
年
金
保
険
は
、
70
歳
未
満
の

者
が
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
が
、
70

歳
以
上
で
、
老
齢
年
金
の
受
給
資
格

期
間
（
10
年
）
を
満
た
し
て
お
ら
ず
、

事
業
所
に
勤
め
て
い
る
方
は
、
受
給

資
格
期
間
を
満
た
す
ま
で
「
高
齢
任

意
加
入
被
保
険
者
」
と
し
て
、
厚
生

年
金
保
険
に
任
意
加
入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

②

　手
続
き
等

　
加
入
し
よ
う
と
す
る
本
人
が
、
事

業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
年
金
事

務
所
に
て
手
続
き
を
し
ま
す
。
勤
務

す
る
事
業
所
が
厚
生
年
金
保
険
の
適

用
事
業
所
で
あ
っ
て
、
任
意
加
入
時

に
事
業
主
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、

保
険
料
は
事
業
主
と
本
人
で
折
半
負

担
と
な
り
ま
す
が
、
同
意
が
な
い
と

き
は
、全
額
を
本
人
が
負
担
し
ま
す
。

　
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
事
業
所
で

は
な
い
場
合
は
、
必
ず
事
業
主
の
同

意
を
要
し
、
保
険
料
は
、
事
業
主
と

本
人
が
折
半
負
担
と
な
り
ま
す
。

二

　医
療
保
険
●
●
●
●
●
●
●
●

　
退
職
し
た
後
の
医
療
保
険
加
入
に

は
次
の
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

・
　
健
康
保
険
の
適
用
事
業
所
に
再

就
職
す
る

・
　
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
被
扶

養
者
に
な
る

・
　
任
意
継
続
被
保
険
者
と
な
る

・
　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る

㈠
　
健
康
保
険
の
適
用
事
業
所
に
再

就
職
す
る

　
退
職
の
翌
日
か
ら
健
康
保
険
の
適

用
事
業
所
に
再
就
職
す
る
場
合
は
、

再
就
職
先
が
健
康
保
険
の
加
入
手
続

き
を
行
い
ま
す
泫
。

泫
　
健
康
保
険
の
被
保
険
者

　
　
厚
生
年
金
保
険
と
同
様
の
要
件

を
満
た
す
と
き
に
被
保
険
者
と
な

り
ま
す
。
年
齢
は
、
75
歳
未
満
の

方
が
対
象
で
す
。
前
職
を
退
職
時

に
75
歳
以
上
の
方
は
、
引
き
続
き

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
者

と
な
り
ま
す
。

㈡
　
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
被
扶

養
者
に
な
る

①

　対
象
者

　
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
３
親
等

内
の
親
族
で
、
主
と
し
て
被
保
険
者

に
よ
っ
て
生
計
維
持
さ
れ
て
い
る
こ

と
（
年
収
１
３
０
万
円
未
満
・
60
歳

以
上
ま
た
は
障
害
者
は
１
８
０
万
円

未
満
等
の
要
件
あ
り
）、
原
則
と
し

て
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
こ

と
等
の
要
件
を
満
た
す
と
き
に
被
扶

養
者
と
な
り
ま
す
（
一
㈢
①
（
注
１
）

参
照
）。

②

　手
続
き
等

　
被
保
険
者
が
事
業
主
を
経
由
し
て

医
療
保
険
の
保
険
者
（
協
会
け
ん

ぽ
・
健
康
保
険
組
合
）
に
手
続
き
を

し
ま
す
。

㈢
　
任
意
継
続
被
保
険
者
と
な
る

①

　対
象
者

　
退
職
す
る
日
ま
で
に
健
康
保
険
の

被
保
険
者
期
間
が
継
続
し
て
２
か
月

以
上
あ
る
場
合
、
申
請
に
よ
り
退
職

日
の
翌
日
か
ら
２
年
間
、
引
き
続
き

健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

②

　手
続
き
等

　
本
人
が
、
退
職
日
の
翌
日
か
ら
20

日
以
内
に
医
療
保
険
の
保
険
者
に
対

し
て
手
続
き
を
し
ま
す
。
協
会
け
ん

ぽ
の
場
合
、
事
業
所
の
あ
る
都
道
府

県
で
は
な
く
住
所
地
を
管
轄
す
る
都

道
府
県
支
部
に
書
類
を
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

㈣
　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る

①

　対
象
者

　
前
記
㈠
〜
㈢
以
外
の
方
は
、
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
ま
す
。

②

　手
続
き
等

　
住
所
地
の
市
区
町
村
役
場
へ
、
退

職
日
の
翌
日
か
ら
14
日
以
内
に
世
帯

主
が
手
続
き
を
し
ま
す
。
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　「失われた30年」と言われる日本経済で
すが「組織のフラット化」を名目に、大企
業を中心に管理職の削減を行う動きが見ら
れます。部下のいない管理職を減らし、早
期退職募集、役職定年等が行われてきまし
た。
　管理職は、管理責任がありながら仕事の
負荷もかなりあるプレイングマネージャー
という立場になってきた傾向にあります。
　他にも、管理職に負荷がかかってくる時
代の流れもあります。残業削減の掛け声の
下、仕事自体が減るわけではなく管理職が
やらなければならない状況や、パワハラ防
止、部下の教育、キャリア形成など多くの
課題が課せられます。
　更に、問題は管理職には責任があるけれ
ど給料はあまり上がらない、ということで
す。
　そのような中、経済産業省は令和4年5

月の「未来人材ビジョン」の資料を作成中、
関係者の間で驚きが出たそうです。その理
由が、日本企業は「他国に比べ昇進年齢が
遅い」、「タイと比較して、課長の給料は高
いが、部長の給料を見ると120万円も低い」
というものです（下表参照）。
　今後、計画的な改善が重要です。

日本企業の管理職

　身近な事故は、頻繁に起きています。
　ここで、2事例を挙げてみます。
　1つ目は、横断歩道の事故です。これに
ついては、小学校では“左右を見て渡りま
しょう”と注意しているのですが‥‥。一方、
常日頃オートバイに乗っている若者A君は、
“横断歩道を渡る際は左右ではなく先ず、
右、そして左を確認する方が安全だ”、“我々
バイク仲間は右、左を習慣にしているので
事故がない”と言います。
　2つ目は、電球の交換などに使う三段の
脚立に乗る場合です。低いと思っています
がバランスを崩すと倒れて怪我をします。
職人Bさんは“我々はどんな低い脚立でも、
全神経の8割ぐらいは踏ん張る足に注意を
向けるが、普段使い慣れていない一般の方
は、目の先・手の方に8割、足に2割くら
い注意をする、逆のことをしているので怪
我をするのではないか”と。
　その他にも引き戸に指を挟まれた、など
いろいろあるので注意しましょう。

身近な事故　
原
稿
の
締
め
切
り
に
追
わ
れ
る
作

家
や
漫
画
家
な
ど
の
苦
悩
や
言
い
訳

の
様
子
を
元
編
集
者
・
小
柳
学
氏
は
、

次
の
よ
う
に
分
類
し
て
紹
介
し
て
い

ま
す
。

　
先
ず
は「
忙
し
い
」。２
つ
目
は「
体

調
が
悪
い
」。
３
つ
目
は「
仮
病
」。

　
４
つ
目
は
「
虚
偽
」。
半
分
出
来

た
と
い
う
が
実
は
こ
れ
か
ら
着
手
。

誠
実
派
は「
書
け
な
い
」と
謝
る
。

　
５
つ
目
は
「
逃
亡
派
」。
何
処
か

に
逃
げ
て
し
ま
う
。
最
後
に
「
言
い

訳
の
原
稿
」
を
提
出
し
て
、
書
け
な

い
自
分
を
卑
下
す
る
。

　
中
小
企
業
経
営
者
の
方
の
中
に
は

思
わ
ず
同
調
し
、
苦
笑
い
す
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　
追
わ
れ
る
仕
事
は
、
な
か
な
か
厳

し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
時
、
気
の
置
け
な
い
経
営
者
の
友

人
と
か
、
相
談
で
き
る
知
り
合
い
の

専
門
家
が
い
る
と
心
強
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

仕
事
へ
の
対
応

〈表１〉部長・課長への昇進年齢
課長 部長

中　国 28.5 歳 29.8 歳
インド 29.2 歳 29.8 歳
タ　イ 30.0 歳 32.0 歳
米　国 34.6 歳 37.2 歳
日　本 38.6 歳 44.0 歳

泫 　調査対象は、従業員 100 名以上の企業に勤
める勤続１年以上のマネージャー

〈表２〉諸外国との年収順位
課長 部長

１位 米国 米国
２位 シンガポール シンガポール
３位 日本 タイ
４位 タイ 日本

経済産業省資料より

発行


